
(様式第1号)

1 . 施設名

2 . 施設の概要

3 . これまでの管理運営状況

4 . 現指定管理者の指定期間

( 年

5 . 指定管理料

年度(ア) 年度(イ)

千円 千円 千円

※（ア）は当該年度，（イ）は前年度とし，それぞれ決算額ベース。

6 . 指定管理者が行う管理運営業務の内容

指定管理者制度導入施設の管理運営状況 【令和 6 年度】

指 定 管 理 者 名 大崎市古川長岡地区地域づくり協議会

施 設 所 管 課 地域交流センター

施 設 の 住 所 大崎市古川荒谷字新樋ノ口８１番地

電 話 番 号 0229-28-3111

設 置 年 月 日 昭和54年4月1日 設置条例等
大崎市公民館条例（平成18年大崎市条例第126
号）

設 置 目 的
教育，学術及び文化に関する各種の事業を行い，もって市民教養の向上，健康の増進及び情操の純
化を図り，生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与する。

施 設 の 内 容
敷地面積：3140.00㎡　　延床面積：560.00㎡
ホール・研修室・和室・調理実習室・事務室

利 用 料 金
（区分）1時間あたり
ホール：620円　　研修室：220円　　和室：220円　　調理実習室：220円

閉 館 日 ， 開 館 時 間
閉館日：12月29日から翌年の1月3日まで
開館時間：午前9時から午後9時まで

期 間 管 理 形 態 管理受託者又は指定管理者等

平成 24 年度～平成 26 年度 1.直営 ・ 2.管理受託 ・ 3.指定管理 ・ 4.その他 3 大崎市古川長岡地区地域づくり協議会

平成 27 年度～平成 29 年度 1.直営 ・ 2.管理受託 ・ 3.指定管理 ・ 4.その他 3 大崎市古川長岡地区地域づくり協議会

平成 30 年度～令和 4 年度 1.直営 ・ 2.管理受託 ・ 3.指定管理 ・ 4.その他 3 大崎市古川長岡地区地域づくり協議会

令和 5 年度～ 1.直営 ・ 2.管理受託 ・ 3.指定管理 ・ 4.その他 3 大崎市古川長岡地区地域づくり協議会

指定期間 令和　5年　4月　1日 ～ 令和 10年　3月31日 5 0 ヶ月)

選定方法 2 1.公募 (応募者数： 団体） 2.非公募

令和 6 令和 5 (ア)　-　(イ)

13,973 13,879 94

指定事業（業務）：
1.生涯学習事業に関する業務
2.管理物件の利用許可等に関する業務
3.管理物件の維持管理に関する業務

自主事業：

※１～６，９：施設所管課記入
　７：指定管理者記入
　８：指定管理者及び施設所管課記入

施設名 大崎市古川長岡地区公民館
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7 . 利用実績等

(1)利用者数 (単位：人，件)

※上段に前年度実績を記載し，下段に当該年度実績を記載すること。

※指定事業に係る利用者数を記載し，自主事業による人数・件数は記載しないこと。

(2)利用料金収入 (単位：千円)

※上段に前年度実績を記載し，下段に当該年度実績を記載すること。

※指定事業に係る利用料金を記載し，自主事業による収入は記載しないこと。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

令和 5 年度 1,074 873 2,787 2,114 822 1,152 1,060 910 808 707 760 1,233 14,300 

令和 6 年度 889 876 821 790 689 1,288 6,192 924 802 830 744 1,050 15,895 

主な増減要因
６月７月は，おおさき市民健診の会場が小学校に変更されて実施したため利用者減。
10月は，衆議院議員選挙及び地区民公民館まつりが開催されたため利用者増。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

令和 5 年度 28.6 25.3 32.0 44.3 41.9 43.6 33.4 36.1 50.1 44.3 47.0 58.0 484.6 

令和 6 年度 15.2 17.9 20.2 31.6 26.8 34.2 17.6 31.0 36.4 34.7 35.6 38.6 339.8 

主な増減要因 利用料金の改定で，時間単位の設定になったため減収。
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(3)サービス向上や利用者数の増加等のために実施した主な取組み

（4)施設利用者の主な声やその対応状況

(5)施設の管理運営における課題

1.利用者アンケートの実施（ご意見・ご要望について）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.LINE公式アカウント及び公民館ブログでの情報発信（事業予告及び報告，公民館だより，地域の情報発信等）
3.各サークルの紹介（活動写真，紹介文，新規会員募集掲載及び団体育成のお手伝い）
4.館内掲示の統一（大崎市公認パタ崎さんを使用）（災害時の指定避難所を明記）
5.事業チラシ・ポスターの作成・掲示・回覧配布・情報誌への掲載（行政区内掲示板活用及び回覧分）

1.LINE公式アカウントなどSNSでの情報発信により，タイムリーな情報を得ることができると，フォロワーが増加。
2.Googleformsを使用しQRコードから参加申込みが可能になり，事業の参加率が高まった。
3.TVモニターを使った事業活動報告が好評。
4.駐車場の白線の引き直し。（雨の日でもラインがよく見えて安心）

１.経年劣化のためか床板が痛み，和室の畳がフカフカしている。利用者からの修繕要望もあり，また冬季の寒さ対策としての
断熱材新設を含んだ修繕を計画したいが，指定管理料の中では金額的に難しい。
2.敷地内の桜の倒木が続いており，樹木医による診断が必要。
3.公民館の屋根は，十数年塗装をしていないことから，錆や色あせが目立つようになり，雨漏りや腐食などの防水機能の効果
を調べる定期的なメンテナンスが出来ていないことが課題である。
4.敷地内入口に長岡地区公民館としての公共施設の看板がないため，わかりづらく問合せが多い。
5.駐車場北側に設置されていたフェンスが老朽のため撤去されたが，公共施設として堺をはっきりしておくことが必要。
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8 . 管理運営状況

１　施設全般の管理運営に関する業務 ※　該当しない項目については，「－」を記入してください。

２　利用者に関する業務

３　事業の実施

４　個人情報の取扱い

５　管理運営業務の収支等

9 . 施設所管課の総合評価

評　価　項　目 評　　価　　基　　準
自己
評価

所管
評価

（１）人員配置 管理運営に必要な人員及び有資格者を配置している。 〇 〇

（２）職員研修 業務に必要な職員研修や教育等を適切に行っている。 〇 〇

（３）管理記録 各種の管理記録（業務日誌等）を適切に整備，保管している。 〇 〇

（４）安全管理 日常の安全管理や緊急時のマニュアル整備等の体制を整備している。 〇 〇

（５）清掃・維持管理 施設，設備等の保守点検や維持管理等を適切に行っている。 〇 〇

（６）施設等の修繕 施設や備品等の修繕を適切に行っている。 〇 〇

（１）利用状況 事業計画書等に基づく利用者数や施設の稼働率がある。 〇 〇

（２）利用料金 利用料金の設定，徴収，減免，還付等の手続きを適切に行っている。 〇 〇

（３）利用者満足度 利用者ニーズの把握に向けた取組みを行っている。 〇 〇

（１）指定事業 仕様書，事業計画書に基づく事業を実施している。 〇 〇

（２）自主事業 施設の設置目的に沿った自主事業を実施している。 - -

（１）個人情報の保護 協定書等に基づき適切に個人情報を取扱っている。 〇 〇

（１）収支状況 事業計画書等に基づく妥当な事業収支である。 〇 〇

（２）効率的な運営 経費の節減や利用料金収入の向上に向けた取組みを行っている。 〇 〇

（３）経理事務 専用口座，帳簿等を備え，適切な経理事務を行っている。 〇 〇

評　　価 評　価　の　考　え　方

◎ （優　良） 協定書や事業計画書等より優れた内容で管理運営を行った。

○ （良　好） 協定書や事業計画書等に基づき適正な管理運営を行った。

△ （課題有） 協定書や事業計画書等を下回る内容であり，一部の業務に改善が必要である。

× （改善要） 協定書や事業計画書等に基づく管理運営が行われなかったため改善を要する。

LINEやInstagramなどのＳＮＳを積極的に活用し、公民館に関する情報を広く発信したり、事業の申し込みにウェヴ
サイトを活用して利便性を図るなど、参加者を増やす工夫をしている。
　事業実施の面では、普段公民館に来館できない人のために地域の集会所等に出向いて開催するなど、地域の
課題に対応して開催する工夫をしている。また、職員が修得した知識や技能を活用し、自らが講師となって講座を
開催するなどは評価ができる。
　今後も地域の課題やニーズに合わせた事業を実施していただくよう期待します。
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